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２０１７年

10月25日(水)

控
訴
手
続
き
は

10
月
24
日

判
決
の
概
要

10
月
11
日
、
東
京
地
方
裁

判
所
立
川
支
部
で
判
決
の
言

渡
し
が
あ
り
ま
し
た
。
内
容

は
、
報
道
で
も
ご
存
じ
の
と

お
り
、
過
去
分
の
賠
償
の
み

を
認
め
る
判
決
で
し
た
。

賠
償
額
は
、
う
る
さ
さ
指
数

（
Ｗ
値
）
ご
と
に
下
表
の
と

お
り
で
す
。

残
念
な
が
ら
、
午
後
７
時

か
ら
午
前
７
時
ま
で
の
飛
行

差
止
め
と
、
将
来
に
わ
た
る

損
害
賠
償
は
退
け
ら
れ
ま
し

た
。ま

た
、
騒
音
被
害
コ
ン
タ
ー

の
外
側
の
地
域
原
告
に
は
、

賠
償
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

住
宅
防
音
工
事
が
行
わ
れ

て
い
る
場
合
は
、
工
事
室
数

に
か
か
わ
ら
ず
、
賠
償
額
が

10
％
減
額
さ
れ
ま
す
。

【
判
決
内
容
の
詳
細
説
明
は

原
告
団
ニ
ュ
ー
ス
第
40

号

（
10
月
末
発
行
予
定
）
に
掲

載
し
ま
す
】

方
針
決
定

10
月
18
日
、
第
２
次
新
横

田
訴
訟
の
弁
護
団･

原
告
団
幹

事
会
合
同
の
控
訴
検
討
会
議

を
開
催
し
、
初
期
の
３
つ
の

目
標
（
差
止
め
、
過
去
か
ら

将
来
に
わ
た
る
賠
償
、
70
Ｗ

地
域
の
救
済
）
の
達
成
に
向

け
て
控
訴
す
る
事
を
決
定
し

ま
し
た
。

７５ ４，０００円

８０ ８，０００円

８５ １２，０００円

神奈川新聞 2017年10月12日

団費納入のお願い

今年度後期分の団費納入用紙を同封し
ました。
合わせて，昨年度までの団費が未納の世
帯へも用紙を同封しましたので，
納入をよろしくお願いいたします。

■

控
訴
委
任
状
の
書
き
方

記
入
例
を
参
照
に
世
帯
単

位
で
ご
提
出
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

提
訴
後
お
亡
く
な
り
に
な
っ

た
原
告
の
訴
訟
承
継
人
の
方

の
手
続
き
書
類
は
別
便
で
弁

護
団
か
ら
郵
送
し
ま
す
。

１

控
訴
委
任
状
記
入
用
紙

（
未
成
年
者
が
原
告
と
な
っ

て
い
る
世
帯
へ
は
、
未
成
年

者
用
を
同
封
）

２

控
訴
委
任
状
の
書
き
方
・

記
入
例

３

返
信
用
封
筒

右
記
３
つ
を
同
封
し
ま
し
た

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■

委
任
状
の
提
出
期
限

11
月
20
日
（
月
）
必
着

■

記
入
方
法
が
不
明
の
場

合
は
弁
護
団
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い


